
   太田市幼児教育・保育施設給食費助成金交付要綱 

太田市私立幼稚園等給食費助成金交付要綱（平成２９年４月１日太田市制定）の全部を

改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、幼児教育・保育施設において教育又は保育を受ける第２子以降の幼

児の保護者に対して、太田市幼児教育・保育施設給食費助成金（以下「助成金」という。）

を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 幼児教育・保育施設 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第７条第４項に規定する教育・保育施設（太田市が設置したものを除く。）

をいう。 

⑵ 第２子以降 同一の保護者が監護する２０歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある子（婚姻をしているものを除く。）のうちその出生の早いものから順次に

数えて第２番目以降の子をいう。 

⑶ 保護者 法第６条第２項に規定する保護者をいう。 

⑷ 対象幼児 幼児教育・保育施設において教育又は保育を受ける第２子以降のうち、

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども及び同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者を除く。）並びに法

第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ど

もをいう。 

⑸ 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。 

⑹ 教育・保育給付認定子ども 法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定子ど

もをいう。 

⑺ 施設等利用給付認定子ども 法第３０条の８第１項に規定する施設等利用給付認定

子どもをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、対象幼児の保護者であって、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 本人及び対象幼児が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づき本



市の住民基本台帳に記録されていること。 

⑵ 本人及び本人と同一の世帯に属する者が次に掲げる法律の規定による被保険者、組

合員、加入者又は被扶養者であること。ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）に規定する被保護者である場合は、この限りでない。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

オ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

カ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

⑶ 市税等、幼稚園又は保育所の保育料及び小学校、中学校又は義務教育学校の給食費

を滞納していないこと。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象幼児の保護者であって次の各号のいずれかに該当する

ものに対する助成金の額は、別表第２に定めるとおりとする。 

⑴ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成２６年内閣

府令第３９号）第１３条第４項（第３号に係る部分に限る。）の規定により副食材料費

が徴収されない者 

⑵ 法第５９条の地域子ども・子育て支援事業による副食材料費の助成の対象となる者 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、幼児教育・保育

施設給食費助成金交付申請書兼承諾書（市内幼児教育・保育施設用）（様式第１号）又は

幼児教育・保育施設給食費助成金交付申請書兼承諾書（市外幼児教育・保育施設用）（様

式第２号）を市長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交

付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定をしたときは、幼児教育・保育施設給食費助成金交付

決定通知書（様式第３号）又は幼児教育・保育施設給食費助成金交付申請却下通知書（様

式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付及び委任） 



第７条 助成金は、前条の規定により交付の決定を受けた申請者（以下「交付決定者」と

いう。）に対し交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市内に所在する幼児教育・保育施設において教育又は保育

を受ける対象幼児の保護者である交付決定者は、助成金の請求及び受領に係る権限を当

該幼児教育・保育施設の設置者又は施設長（以下「設置者等」という。）に委任すること

ができる。この場合において、当該助成金は、当該設置者等に交付するものとする。 

３ 前項の規定により交付決定者から助成金の請求及び受領に係る権限の委任を受けた幼

児教育・保育施設の設置者等は、当該委任に基づき受領した助成金を、当該交付決定者

が負担すべき給食費に充当するものとする。 

（交付回数） 

第８条 助成金の交付は、対象幼児１人につき、年１回、当該年度分を交付するものとす

る。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、年１２回を超えない範囲で分割

して交付することができる。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取

り消し、又は変更するものとする。この場合において、既に交付した助成金があるとき

は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 第３条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し、又は変更したときは、幼児

教育・保育施設給食費助成金交付決定取消（変更）通知書（様式第５号）により、当該

交付決定者に通知するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前にこの要綱による改正前の太田市私立幼稚園等給食費助成金交付要

綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりした処分、

手続その他の行為とみなす。 

３ この要綱の施行の際現に廃止前の太田市保育所等給食主食費助成金交付規則（平成２



９年太田市規則第６８号）第３条に規定する助成金の交付を受けることができる者であ

る対象幼児の保護者に係る別表第１及び別表第２の適用については、別表第１備考１、

同表備考２⑴及び別表第２備考１中「交付の対象となった日の属する月の翌月」とある

のは、「交付の対象となった日の属する月」とする。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

区分 助成金の額 

第２子以降 当該年度における教育又は保育の提供を受ける幼児教育・保育施

設が定める在園月数分の給食費の額 

備考 

 １ 年度の途中において対象幼児がこの表による助成金の交付の対象となった場合に

おける助成金の額は、当該交付の対象となった日の属する月の翌月から当該年度末

までの月数分の給食費の額とする。 

  ２ 年度の途中において対象幼児がこの表による助成金の交付の対象でなくなった場

合における助成金の額は、当該年度の最初の月（年度の途中において交付の対象と

なった場合は、当該交付の対象となった日の属する月の翌月）から当該交付の対象

でなくなった日の属する月までの月数分の給食費の額とする。 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 助成金の額 

第２子以降 当該年度における教育又は保育の提供を受ける幼児教育・保育施

設が定める在園月数分の給食費（副食材料費を除く。以下この表に

おいて同じ。）の額 

備考 

１ 年度の途中において対象幼児がこの表による助成金の交付の対象となった場合

における助成金の額は、当該交付の対象となった日の属する月の翌月から当該年度

末までの月数分の給食費の額とする。 

 ２ 年度の途中において対象幼児がこの表による助成金の交付の対象でなくなった場

合における助成金の額は、当該年度の最初の月（年度の途中において交付の対象と

なった場合は、当該交付の対象となった日の属する月の翌月）から当該交付の対象

でなくなった日の属する月までの月数分の給食費の額とする。 


